
◆事業対象者

◆要支援１

　月に４回まで（週１回を限度）

　月に８回まで（週２回を限度）

　※１か月が５週の場合は５回まで

サービス
利用時間 (注）介護支援専門員が必要と判

断し、介護支援計画書にその根
拠を記載した場合に限る。

3

5

9

10 ヘルパーステーション瑠璃

３０分未満

※生活援助

３０分以上４５分未満 ４５分以上６０分未満

※生活援助 ※身体介護と生活援助

　※１か月が５週の場合は１０回まで
◆要支援２

利用回数

算定単位

8

7

4

6

ヘルパーステーション ききょう

1 人吉市社会福祉協議会　訪問介護事業所

ヘルパーステーションいずみ

タンポポ訪問介護事業所

人吉市社会福祉事業団

ヘルパーステーションリバーサイド御薬園

１回あたりの単価
（一部月額の単価あり）

１回あたりの単価
（一部月額の単価あり）

１回あたりの単価
（一部月額の単価あり）

１１７単位
（1単位 10円）

２１２単位
（1単位 10円）

２３２ 単位
（1単位 10円）

ヘルパーステーション万福

支給限度額
◆要支援１　　　➡ 5,032 単位／月　　◆要支援２➡ 10,５３１ 単位／月
　事業対象者

利用者
負担額

2 ヘルパーステーション愛生会

ヘルパーステーション スマイル

１回 １１７ 円
（１割負担）

１回 ２１２　円
（１割負担）

１回 ２３２　 円
（１割負担）

事業対象者

訪問型サービスＡ

◆市独自基準

訪問型サービスＡ 実施事業

【問合せ先】

人吉市役所 高齢者支援課

☎ ２２－２１１１

人吉市地域包括支援センター

☎ ２４ｰ９１９３

お体の状態によって、生活にお困りごとがある場合に

利用できる訪問型のサービスです。

サービス内容は、ご自身の生活に直接影響することへ

の支援に限られます。現在ご自身でできないことが今後

できるようになるよう、ご自身でできること（運動や日

課など）をしていただきながら、自立した生活が

送れるようサポートしていきます。

要支援１・２
の方が利用できる訪問型サービス

別紙１


